
ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りのガソリ

ン等を販売する事業者に対し、下記のとおり販売時における顧客の本人確認等につ

いて協力をお願いしています。 

 そのため、容器入りのガソリン等を購入する際、運転免許証その他本人確認を行

うことができる書類の提示と、使用目的を確認されることがありますので、皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

詳しくは、総務省消防庁のホームページでご確認ください。 

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/tutatsu.html 

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/tutatsu.html

